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人
材
育
成
の
観
点
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

技
能
の
育
成
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
は
、

国
に
よ
る
も
の
等
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
主

立
っ
た
も
の
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
●
職
業
訓
練

　

昭
和
33
年
、
旧「
職
業
訓
練
法
」が
成
立

し
た
。
同
法
は
、
そ
の
目
的
を「
労
働
者
に

対
し
て
、
必
要
な
技
能
を
習
得
さ
せ
、
お
よ

び
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
職
業
訓
練
お
よ
び

技
能
検
定
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
工
業
そ
の

他
の
産
業
に
必
要
な
技
能
労
働
者
を
養
成

し
、
も
っ
て
職
業
の
安
定
と
労
働
者
の
地
位

の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
経
済
の
発
展
に

寄
与
す
る
こ
と
」と
し
て
お
り
、
公
共
職
業

訓
練
お
よ
び
事
業
内
訓
練
の
運
用
に
つ
い
て

定
め
て
い
る
。

　

現
在
、
公
的
な
職
業
訓
練
は
、
国（
独
立

行
政
法
人 

高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援

機
構
）お
よ
び
各
都
道
府
県
が
担
っ
て
い
る
。

　

公
的
な
職
業
訓
練
は
大
別
す
る
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。

○ 

公
共
職
業
訓
練（
離
職
者
訓
練
）

主
に
雇
用
保
険
を
受
給
し
て
い
る
求
職
者

を
対
象
に
、
就
職
に
必
要
な
職
業
ス
キ
ル

や
知
識
を
習
得
す
る
た
め
の
訓
練
。

○ 

求
職
者
支
援
訓
練（
求
職
者
支
援
制
度
に

基
づ
く
認
定
職
業
訓
練
）

主
に
雇
用
保
険
を
受
給
で
き
な
い
求
職
者

（
受
給
終
了
者
も
含
む
）を
対
象
に
、
就
職

に
必
要
な
職
業
ス
キ
ル
や
知
識
を
習
得
す

る
た
め
の
訓
練
。

○
学
卒
者
訓
練

主
に
学
校
卒
業
者
を
対
象
に
し
た
就
職
に

必
要
な
職
業
ス
キ
ル
や
知
識
を
習
得
す
る

た
め
の
訓
練
。

○
障
害
者
訓
練

　

障
害
者
を
対
象
に
し
た
訓
練
。

○
在
職
者
訓
練

主
に
中
小
企
業
勤
務
者
を
対
象
に
、
従
事

し
て
い
る
業
務
に
必
要
な
専
門
知
識
お
よ

び
技
能
・
技
術
の
向
上
を
図
る
た
め
の
比

較
的
短
期
間
の
訓
練
。

○
生
産
性
向
上
支
援
訓
練

中
小
企
業
等
の
労
働
者
一
人
ひ
と
り
の
生

産
性
向
上
を
支
援
す
る
た
め
、
民
間
機
関

等
の
教
育
資
源
を
活
用
し
た
訓
練
。

　

そ
の
ほ
か
、
各
事
業
主
が
担
っ
て
い
る
事

業
内
訓
練
が
あ
る
。
わ
が
国
の
製
造
業
大
手

は
、
事
業
内
訓
練
に
よ
っ
て
優
秀
な
技
能
者

を
大
量
に
養
成
し
て
き
た
。
そ
の
訓
練
を
推

進
す
る
た
め
に
事
業
内
訓
練
校
が
設
置
さ
れ

て
い
る
。

●
技
能
検
定
制
度

　

技
能
検
定
は
、「
働
く
人
々
の
有
す
る
技

能
を
一
定
の
基
準
に
よ
り
検
定
し
、
国
と
し

て
証
明
す
る
国
家
検
定
制
度
」で
あ
る
。
旧

 

わ
が
国
の
も
の
づ
く
り
に
つ
い
て

　

わ
が
国
は
戦
後
、
製
造
業
中
心
の
も
の
づ

く
り
立
国
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
製
造
業

の
生
産
額
で
見
る
と
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め

る
産
業
別
の
割
合
で
は
、
２
０
１
２
年
に

サ
ー
ビ
ス
業
に
抜
か
れ
る
ま
で
連
続
し
て
首

位
で
あ
り
、
ま
た
就
業
者
数
は
、
２
０
１
７

年
４
月
公
表
の
国
勢
調
査
の
統
計
に
よ
れ

ば
、
16
・
２
パ
ー
セ
ン
ト
と
最
も
高
か
っ
た
。

　

近
年
の
生
産
拠
点
の
海
外
展
開
や
産
業
構

造
の
大
き
な
変
革
、
国
際
競
争
の
激
化
等
に

伴
っ
て
製
造
業
が
難
し
い
局
面
を
迎
え
て
い

る
の
も
確
か
で
あ
る
が
、製
造
業
の
発
展
は
、

他
産
業
へ
の
高
い
波
及
効
果
も
あ
り
、
今
後

の
わ
が
国
の
成
長
を
支
え
る
た
め
に
大
き
な

役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
世
代
型

製
造
業
へ
の
脱
却
が
急
が
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　

従
来
、
技
術
革
新
は
、
技
術
者
の
研
究
に

よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
、
そ
の
技
術
を
具
体
化

す
る
技
能
者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。

次
世
代
型
製
造
業
へ
の
脱
却
も
ま
た
、
技
術

者
お
よ
び
技
能
者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

今
号
で
は
、
現
在
の
わ
が
国
の
も
の
づ
く

り
を
支
え
て
い
る
技
能
が
ど
の
よ
う
に
培
わ

れ
、
そ
れ
が
製
造
業
の
未
来
に
向
け
て
ど
う

関
わ
っ
て
い
く
の
か
を
、
事
例
を
紹
介
し
、

ものづくりを支える
技能の育成のために
〜ものづくりの仕事と職業訓練等の諸制度〜
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会
で
あ
る（
中
央
職
業
能
力
開
発
協
会
と
都

道
府
県
と
の
共
催
）。

　

そ
の
目
的
は
、
次
代
を
担
う
青
年
技
能
者

に
努
力
目
標
を
与
え
る
と
と
も
に
、
大
会
開

催
地
域
の
若
年
者
に
優
れ
た
技
能
を
身
近
に

触
れ
る
機
会
を
提
供
す
る
な
ど
、
技
能
の
重

要
性
、
必
要
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
技
能
尊
重

機
運
の
醸
成
を
図
る
こ
と
に
お
か
れ
て
い
る
。

　

全
国
大
会
の
出
場
選
手
は
、
各
都
道
府
県

職
業
能
力
開
発
協
会
等
を
通
じ
て
選
抜
さ
れ

た
者（
原
則
23
歳
以
下
）と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
技
能
五
輪
国
際
大
会（
２
年
に
１

度
）の
前
年
に
開
催
さ
れ
る
全
国
大
会
は
、

国
際
大
会
へ
の
派
遣
選
手
選
考
会
を
兼
ね
て

い
る
。

２　

技
能
五
輪
国
際
大
会（
隔
年
開
催
）

　

世
界
各
国
の
青
年
技
能
者
が
そ
の
技
能
レ

ベ
ル
を
競
う
大
会
で
あ
る（
厚
生
労
働
省
お

よ
び
中
央
職
業
能
力
開
発
協
会
、
一
般
社
団

法
人
全
国
技
能
士
会
連
合
会
と
の
共
催
）。

正
式
に
は
、
国
際
技
能
競
技
大
会（W

orld 
Skills Com

petition

）と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
大
会
は
、
１
９
５
０
年
に
ス
ペ
イ
ン
と

隣
国
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
12

人
の
選
手
が
技
能
を
競
っ
た
こ
と
が
始
ま
り

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
全
世
界
的
に
広
が
り

を
見
せ
、
参
加
国
お
よ
び
出
場
選
手
が
増
加

し
、
若
い
技
能
労
働
者
の
祭
典
と
呼
ば
れ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
行
事
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

　

出
場
資
格
は
大
会
開
催
年
に
22
歳
以
下

で
あ
る
者（
一
部
職
種
を
除
く
）、
各
国
１

職
種
に
つ
き
１
名
ま
た
は
１
組
。
直
近
の

２
０
１
７
年
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
ア
ブ
ダ
ビ

大
会
に
お
け
る
日
本
選
手
の
成
績
は
、
金
メ

ダ
ル
３
、銀
メ
ダ
ル
２
、銅
メ
ダ
ル
４
で
あ
っ

た
。

３　

そ
の
他

○
技
能
グ
ラ
ン
プ
リ（
隔
年
開
催
）

熟
練
技
能
者
が
技
能
の
日
本
一
を
競
い
合

う
大
会
で
あ
る
。
技
能
五
輪
全
国
大
会
が

青
年
技
能
者（
原
則
23
歳
以
下
）を
対
象

と
し
た
技
能
競
技
会
で
あ
る
の
に
対
し
、

技
能
グ
ラ
ン
プ
リ
は
年
齢
に
関
係
な
く
、

熟
練
技
能
を
競
う
文
字
ど
お
り
全
国
規
模

の
技
能
競
技
大
会
。

○ 

若
年
者
も
の
づ
く
り
競
技
大
会（
毎
年
開

催
）

若
年
者
の
も
の
づ
く
り
技
能
に
対
す
る
意

識
を
高
め
、
若
年
者
を
一
人
前
の
技
能
労

働
者
に
育
成
し
て
い
く
た
め
に
、
原
則
と

し
て
職
業
能
力
開
発
施
設
、
工
業
高
等
学

校
等
に
お
い
て
技
能
を
習
得
中
の
、
企
業

等
に
就
業
し
て
い
な
い
20
歳
以
下
の
若
年

者
を
対
象
に
行
わ
れ
る
大
会
。

　○
参
考
文
献

・ 「
中
央
職
業
能
力
開
発
協
会
十
年
史
」中
央
職
業
能
力
開

発
協
会

・ 「
も
の
づ
く
り
白
書（
製
造
基
盤
白
書
）」経
済
産
業
省

「
職
業
訓
練
法
」の
中
で
、
国
家
検
定
制
度
と

し
て
創
設
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

　

昭
和
35
年
１
月
に
第
１
回
の
技
能
検

定
が
５
職
種
で
行
わ
れ
、
受
検
者
約

３
万
１
０
０
０
人
に
対
し
て
合
格
者
は
約

１
万
７
０
０
０
人
で
あ
っ
た
。
以
後
毎
年
、

前
期
・
後
期
の
２
回
に
分
け
て
こ
れ
を
実
施
、

検
定
職
種
も
逐
年
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
平

成
30
年
７
月
現
在
１
３
０
職
種
に
つ
い
て
行

わ
れ
て
い
る
。

●
卓
越
し
た
技
能
者「
現
代
の
名
工
」

　

上
級
技
能
者
の
な
か
で
も
最
上
級
技
能
者

で
あ
る「
現
代
の
名
工
」制
度
は
、
卓
越
し

た
技
能
者
を
国
が
表
彰
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
広
く
社
会
一
般
に
技
能
尊
重
の
気
風
を

浸
透
さ
せ
、
技
能
者
の
地
位
や
技
能
水
準
の

向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
青
少
年
が
そ
の
適

性
に
応
じ
て
、
誇
り
と
希
望
を
も
っ
て
技
能

労
働
者
と
な
り
、
そ
の
職
業
に
精
進
す
る
気

運
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

昭
和
42
年
度
に
第
１
回
の
表
彰
が
行
わ

れ
、平
成
７
年
度
ま
で
は
毎
年
約
１
０
０
人
、

平
成
８
年
度
以
降
は
毎
年
約
１
５
０
人
が
表

彰
さ
れ
て
い
る
。

●
技
能
競
技
大
会

１　

技
能
五
輪
全
国
大
会（
毎
年
開
催
）

　

技
能
五
輪
全
国
大
会
は
、
青
年
技
能
者
の

技
能
レ
ベ
ル
の
日
本
一
を
競
う
技
能
競
技
大
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